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環境に関する記述情報の開示の高度化に向けて 
－今後注目されるＳｃｏｐｅ４（削減貢献量）－ 

 
 

 金融庁が公表する「記述情報の開示の好事例集 2022」をみると、ＴＣＦＤの推奨に沿

ったサプライチェーン排出量の開示において、Ｓｃｏｐｅ３についても定量的な記述

や内訳を記載する等、先進的な開示事例が増えつつある。 

 金融庁が公表する「脱炭素等に向けた金融機関等の取組みに関する検討会報告書」で

は、Ｓｃｏｐｅ４、すなわち「削減貢献量」について、金融機関の開示における利活用

への期待感が示されている。 

 Ｓｃｏｐｅ３の定量的な開示が普及しつつある中、Ｓｃｏｐｅ４の開示に率先して取

り組むようなわが国を代表する大手企業が、欧米の後塵を拝している環境に関する情

報開示のグローバルなルールメイキングに影響を与えることを期待したい。 

１．金融機関の開示における利活用で期待される「Ｓｃｏｐｅ４」 

 産業企業情報 No.2022-３1（2022 年５月 11 日発行）における「脱炭素経営」のキーワー

ドの概説で触れたとおり、脱炭素経営では、企業自らの排出削減だけではなく、サプライ

チェーン全体での排出削減が目標となる。なお、サプライチェーン排出量は、Ｓｃｏｐｅ

１、２、３から成り立つ（図表１）。 

（図表１）サプライチェーン排出量 

 
（注１）Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス) 

（注２）Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出 

（注３）Scope3 : Scope1、Scope2 以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出) 

（注４）排出量自体の計算は、基本的に「活動量×排出原単位」で算定される。 

（出所）環境省ホームページ 

 ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォース）では、気候変動に関する指標と目標

について、Ｓｃｏｐｅ１および２、必要に応じてＳｃｏｐｅ３を開示することが推奨され

                         
1 信金中央金庫 地域・中小企業研究所ホームページ（https://www.scbri.jp/reports/industry/20220511-2-3.html）
を参照 
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ている。こうした中、金融庁

が公表する「記述情報の開

示の好事例集 20222」では、

Ｓｃｏｐｅ３について定量

的に記載する事例（カゴメ

（株）、（株）リコー、（株）

高島屋、（株）ヤマダホール

ディングス）のほか、内訳を

記載する先進的な事例も紹

介されている（図表２）。 

 また、金融庁が、2023 年

６月 27 日に公表した「脱炭

素等に向けた金融機関等の

取組みに関する検討会報告

書3（以下、「検討会報告書」

という。）」の「６．ネット

ゼロにコミットした金融機

関が気候変動対応を行う際

の論点」では、以下＜抜粋＞

のとおり、Ｓｃｏｐｅ４、す

なわち「削減貢献量」につい

て、金融機関の開示におけ

る利活用への期待感が示さ

れている。 

 

＜抜粋＞ 

 投融資先の企業が排出削減を

実現する技術や製品を開発・製

造等した場合に、当該技術や製

品等の販売を通じた他者の削減

への貢献を評価する観点から、同企業の製品や技術、サービス等がなかった場合と比べた経済全体の削

減量を捉える、いわゆる「削減貢献量」（avoided emission）も関連する指標・概念として存在する。

削減貢献量については、投融資先企業の製品・サービスを通じたスコープ３カテゴリー114との関係や計

測方法が確立されていない点に留意が必要であるが、金融機関の開示においても利活用が期待される。  

  

 以下２．では、東レ（株）および双日（株）におけるＳｃｏｐｅ４の開示事例を概観す

る。 

                         
2 金融庁ホームページ（https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20230131/00.html）を参照 
3 金融庁ホームページ（https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20230627.html）を参照 
4 「販売した製品の使用」、すなわち消費者によって製品が使用されている時に排出される温室効果ガスのこと 

（図表２）（株）ヤマダホールディングスの開示事例 

 
 （出所）金融庁「記述情報の開示の好事例集 2022」1-35 頁 
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２．「Ｓｃｏｐｅ４」の先進的な開示事例 

 東レ（株）は、「Toray Report 2022」の「東レグループの地球環境問題への取組み」に

おいて、「カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブ、全

てで存在感のある企業を目指す」ことを明記している。こうした高い意識の下、世界的な

Ｓｃｏｐｅ４（削減貢献量）の開示に関する議論に先んじて、独自の算出法で、Ｓｃｏｐ

ｅ４の“見える化”に挑戦している（図表３）。 

 また、双日（株）は、グループとして定めた「「脱炭素」対応方針・目標」の下、脱炭素

社会に向けた移行をグループの成長の「機会」と捉え、事業に邁進している。こうした考

えに基づき、Ｓｃｏｐｅ４についても率先して開示に挑戦している（図表４）。 

（図表３）東レ（株）の開示事例 

 

（出所）「Toray Report 2022」39 頁 

（図表４）双日（株）の開示事例 

 

（出所）双日（株）ホームページ、金融庁「記述情報の開示の好事例集 2022」1-23 頁 

 ただし、Ｓｃｏｐｅ４については、検討会報告書で述べられているとおり、算定方法は

確立されていない。そのため、双日（株）が対応で示しているとおり、今後、世界的な議

論の動向等を注視しながら、まずは先進的に取り組んでいる上場企業等を中心に、計測と

把握に努めていくことになるだろう。 
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３．環境に関する情報開示の高度化に向けて 

 特に東証プライム上場企業をはじめとする上場企業等は、2021 年６月に公表された「改

訂コーポレートガバナンス・コード5」により、ＴＣＦＤあるいは同等の枠組みに基づく情

報開示が求められている。また、環境に関する情報開示のグローバルスタンダードの一つ

であるＣＤＰ6（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）による企業向け質問書7で

は、Ｓｃｏｐｅ３の算定がほぼ必須となりつつある。 

 国内外の大手企業を中心にＳｃｏｐｅ３の定量的な開示が普及しつつある中、世界的な

議論に先んじてＳｃｏｐｅ４（削減貢献量）の開示に取り組む東レ（株）や双日（株）の

ようなわが国を代表する大手企業が、欧米の後塵を拝している環境に関する情報開示のグ

ローバルなルールメイキングに影響を与えることを期待したい。また、環境に関する情報

開示が高度化していく中で、今後、中小企業もＳｃｏｐｅ１、２はもちろんのこと、Ｓｃ

ｏｐｅ３についても算定を求められてくる可能性はあるだろう。 

                                    以 上 

＜参考文献＞ 

・ 金融庁（2023 年１月 31 日）「記述情報の開示の好事例集 2022」 

・ 金融庁（2023 年６月 27 日）「脱炭素等に向けた金融機関等の取組みに関する検討会報告書」 

 

                         
5 日本証券所グループホームページ（https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html）を参照 
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